
（別紙１） 

平成29年５月29日～ 早期経営改善計画策定支援 

資金繰り管理や採算管理等の 
早期の経営改善を支援します 

まずは最寄りの経営改善支援センターに問い合わせください。 

－こんな方にお勧めです－ 

今のところ返済条件等の変更は 
必要無いが、 

専門家の力を借りて自己の経営を見直しませんか？ 

金融機関 

中小企業・小規模事業者 

認定支援機関 
（士業等専門家） 

⑤費用の 
１/３を負担 

③計画策定支援 
⑦モニタリング 

経営改善支援センター 

②連名で 
相談・申込 

①相談・事前相
談書の受取 

⑥費用の 
２/３を支援 

④計画提出・受
取書等の受取 

国が認める士業等専門家の支援を受けて資金実績・計画表やビジネスモデル
俯瞰図など早期の経営改善計画書を策定する場合、専門家に対する支払費用
の２／３（上限20万円まで※）を負担する事業を実施します。 
  ※モニタリング費用を含む 

（利用イメージ図） 

ここのところ、資金繰りが不安定だ 

よくわからないが売上げが減少して
いる 

自社の状況を客観的に把握したい 

専門家等から経営に関するアドバイ
スが欲しい 

経営改善の進捗についてフォロー
アップをお願いしたい 

① 条件変更等の金融支援を必要としない、簡潔な計画です 
② 計画策定から１年後、フォローアップで進捗を確認できます 
③ 計画を策定することで自社の状況を客観的に把握できます 
④ 必要に応じ本格的な経営改善や事業再生の支援策をご紹介します 

特徴！ 



これで分かる！経営改善計画 
（Ｑ＆Ａ） 

Ｑ１． 
早期経営改善計画と経営改善計画の違いはなんですか？ 

Ｑ２． 
早期経営改善計画書を作ると、どのようなメリットがあるんでしょうか？ 

Ａ１． 
従来の経営改善計画は金融機関から返済条件を緩和してもらう等の金融支援を受け
ることを目的として、金融調整を伴う本格的な経営改善計画を作成します。 
早期経営改善計画では、金融支援を目的とはせず、早期から自己の経営を見直すた
めの資金実績・計画表やビジネスモデル俯瞰図などの基本的な計画を作成し、金融機
関に提出します。 

Ｑ３． 
計画書をどのように作成したらいいか、分かりません。 

Ａ３． 
まずは最寄りの経営改善支援センターにご相談ください。 
または、メイン金融機関等にご相談いただき、専門家を紹介していただいたり、知り合
いの専門家にご相談いただき、これらの専門家と一緒に作成していただく方法がありま
す。 
本制度を活用した場合、その専門家費用の２／３について、国が負担します。 

Ａ２． 
以下のようなメリットがあります。 
① 自己の経営の見直しによる経営課題の発見や分析ができます 
② 資金繰りの把握が容易になります 
③ 事業の将来像について金融機関に知っていただくことができます 

Ｑ４． 
本事業を活用して現状分析が重要だと認識しました。さらに分析をしたいのですが、何
かツールはありませんか？ 

Ａ４． 
是非、ローカルベンチマークを活用してください。 
各データを入力することで経営状態を簡単に把握、分析できますので、本事業とあわせ
てご利用されることをおすすめします。 
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